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■教育訓練経費の20％が
　従業員に支給される
　教育訓練給付制度
■高校生をアルバイトに�
　雇い入れる際の注意点
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　受動喫煙防止対策助成金

■精神障害による
　労災支給決定件数が
　475件で過去最高を更新

　8月、夏本番ですね。節電を意識した夏が続いていますが、貴社ではどのような節電に取り組んで
いらっしゃいますか？
　掲載内容に関してご不明点等あれば、お気軽に当事務所までお問い合わせください。



労務管理情報

１．脳・心臓疾患の労災補償状況

長時間労働や仕事のストレスによって過重な負荷がかかり、従業員が脳・心臓疾患や精神障害を
発症するケースが増加しています。特に、精神障害については、平成23年12月に新通達（「心理的
負荷による精神障害の認定基準について」）が出され、心理的負荷評価表が具体的に改定されたこ
とにより、認定件数の増加が予想されていました。先日、この請求状況に関する平成24年度の調査
結果が厚生労働省より発表されたことから、以下ではこの結果についてとり上げたいと思います。

R oumu news

News letter August 2013 issue

企業としてはこのような事象に注意を払い、社内に相談窓口を設置したり、管理職を中心に社内
研修を実施するなど具体的な対策が求められます。

2.精神障害の労災補償状況

精神障害 による労災支給決定件数が

脳・心臓疾患の請求件数は842件となり、前年の898件から56件減少して3年ぶりに減少に転じま
した。また支給決定件数については310件から28件増加して338件となり、こちらは2年連続で増加
し、依然として高水準で推移しています。支給決定件数について業種別にみていくと「運輸業、郵
便業」、「卸売業、小売業」、「製造業」の順に多くなっています。

3.精神障害の出来事別の分類

精神障害の労災補償状況は右
図のとおりです。平成24年度の
請求件数は前年の1,272件から
15件減少して1,257件となりま
したが、こちらも依然として高
水準で推移しています。そして、
支給決定件数については前年の
325件から大幅に増加して475件
となり、過去最高を更新する結
果となりました。また、認定率
をみると前年の30.3％から
39.0％に上昇しており、この動
きから今後、精神障害の労災認
定が更に増加していく可能性が
考えられます。

2.の支給決定件数475件を具体的な出来事別に分類すると上位項目は次のとおりとなっています。
①仕事内容・仕事量の（大きな）変化を生じさせる出来事があった（59件）
②（ひどい）嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた（55件）
③悲惨な事故や災害の体験、目撃をした（51件）

475件 で 過去最高を更新

次に、支給決定件数を業種別にみていくと「製造業」、「卸売業、小売業」、「運輸業、郵便業」
および「医療、福祉」の順になっています。また、年齢別としては30代と40代を中心に多くなってい
ます。

平澤国際社労士事務所



1. 教育訓練給付は継続して3年以上、雇用保険の一般被保険者である人等が対象となる。
2. 厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練が教育訓練給付の対象となる。
3. 受講前に受給資格があるかの支給要件照会を行うことができる。
4. 手続きは従業員自身で行い、従業員自身に支給される給付金である。

会話で学ぶ人事労務管理の勘どころR oumu news

このコーナーでは、人事労務管理で頻繁に問題になるポイントを社労士とその顧問先の総務部長との
会話形式で、分かりやすくお伝えします。

News letter August 2013 issue

教育訓練経費の20％ が従業員に 実務上

【ワンポイントアドバイス】

先日、従業員から「資格取得に向けて専門学校に通うことになったため、雇用保険の被保険
者番号を教えて欲しい」という申し出がありました。資格の勉強と雇用保険と何か関係があ
るのですか？

なるほど、従業員本人に支給されるのですね。その一定の要件というのはどのようなもので
すか？また、どれくらいの金額が支給されるのですか？

総務部長おそらく、従業員の方は雇用保険の「教育訓練給付」の受給を考えているのだと思います。
教育訓練給付とは、一定の条件を満たした雇用保険の被保険者等が、厚生労働大臣が指定す
る教育訓練を受講し、修了した場合に支給される給付金を言います。

はい、概要を押さえておくと、受講する教育訓練を開始した日に、継続して3年以上、雇用保
険の一般被保険者であることが必要になります。また、退職者についても一定の要件を満た
せば対象になります。金額については、受講する教育訓練施設に支払った経費の20％相当額
（上限10万円）になっています。

少しでも給付金が支給されると思うと、勉強する気にもなりますね。受給にあたり、会社は
何か手続きを行う必要があるのですか？

教育訓練給付については、あくまでも受給する本人が手続きをすることになるため、会社は
何も行う必要はありません。今回、従業員の方が相談に来たのは、手続きをする際に雇用保
険の被保険者番号が必要になるからだと思います。

そうなのですね。それでは本人の番号を伝えておきます。ところで、申請は事前に行う必要
があるのですか？

いえ、事前の手続きはなく、教育訓練を受講した後で手続きを行うことになります。受給資
格を満たしているか不安な方は、受講前に支給要件の照会をすることもできますので、従業
員の方に案内してもよいかもしれません。

社労士

そうですね。そもそも制度を知らないという従業員もいるかもしれませんので、制度の概要
から案内しておこうと思います。ありがとうございました。

支給される 教育訓練給付制度

平澤国際社労士事務所



R oumu news
労務管理情報

高校生 を アルバイト に

まもなく夏休みを迎え、高校生をアルバイトとして雇用する企業も増える時季となりました。労
働基準法では、満20歳未満の者を通常の労働者と分け、労働条件等の一部に規制を設けています
ので、その内容を確認しておきましょう。

１.満20歳未満の者の労働基準法における区分

News letter August 2013 issue

労働基準法では、満20歳未満の者を以下のように区分し、「児童」については、原則として労働
させてはならないとしています。多くの高校生が該当する「年少者」についても、一定の規制が設
けられています。

・満20歳未満の者…未成年者
・満18歳未満の者…年少者
・満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの者…児童

業務が繁忙となると、アルバイトにも残業をさせるというケースが発生しますが、高校生につい
ては勤務時間を法定労働時間の範囲内とし、また深夜の時間帯に勤務させないように、日々の労働
時間管理をよりしっかり行う必要があります。

雇い入れる際の注意点

２.年齢確認と証明書の備え付け義務

高校生を雇い入れる際、企業と本人の間で雇用契約を結ぶことになりますが、併せて親権者等の
同意を得ておく必要があります。また企業には、年齢を確認できる書類（たとえば住民票記載事項
証明書）を備え付けることが法令で義務付けられています。そのため、雇い入れる際には必ず年齢
を確認することが求められます。なお、備え付けがされていなかった場合には、30万円以下の罰金
という罰則が設けられているため、確実に行っておきたいものです。

3.労働時間管理における注意点

高校生に関しては労働時間の取扱いについても注意する必要があります。具体的には、1日8時間、
1週40時間の法定労働時間を超えて勤務させることができず、また変形労働時間制やフレックスタイ
ム制を適用することも禁止されています。

次に残業の取扱いについては、一般従業員の場合、36協定を労働基準監督署に届け出ることによ
り、法定労働時間を超えて時間外労働や休日労働をさせることが可能となりますが、高校生の場合、
原則として禁止とされています。ただし、以下のいずれかに該当する場合は、例外として法定労働
時間を超えて勤務させることができます。

①1週間の労働時間が40時間以内であり、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮すれば、
同一週内の日について労働時間を10時間まで延長可能

②1日8時間、1週間48時間以内であれば、1ヶ月または1年単位の変形労働時間制を適用可能

また、高校生の場合、深夜（午後10時から午前5時まで）における勤務についても原則として禁止
されています。ただし、交替制で勤務する満16歳以上の男性等において、一部に限りこれが認めら
れています。

平澤国際社労士事務所



助成金情報

R oumu news

近年、受動喫煙を防止するための分煙化が進められています。今回、厚生労働省はこれを一層推
進するために以前より設けていた受動喫煙防止対策助成金を改正し、業種制限を撤廃した上ですべ
ての中小企業を対象としました。また、助成額についても拡充を行い、喫煙室の設置費用の2分の1
（以前は4分の1）に引き上げています。以下ではこの助成金の概要をとり上げましょう。

過去に設置した喫煙室がこの助成金の喫煙室の要件を満たしていない場合であっても、過去にこの
助成金を受給しておらず、改修によって要件を満たせば助成金の支給対象となります。詳細は当事務
所または管轄の都道府県労働局へお問い合わせください。

News letter August 2013 issue

大幅に拡充された

受動喫煙防止対策助成金

受動喫煙防止対策助成金とは

[対象となる事業主]
以下の①から④のいずれにも該当する事業主が助成の対象となります。
①労働者災害補償保険の適用事業主であること
②下表のいずれかに該当する中小企業事業主であること（ア、イのいずれかに該当していること）

③事業場の室内またはこれに準ずる環境において、当該室以外での喫煙を禁止するために、当該事
業場内において一定の基準を満たす喫煙室を設置するなどの措置を講じること

④③に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備していること

[助成額]
喫煙室の設置などに係る経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費などの2分の1にあたる額

（上限200万円）
※1事業場あたり1回限り

[喫煙室の要件]
喫煙室の入口において、喫煙室内に向かう風速が0.2m/s以上となるよう設計されていること

[受給手続き]
この助成金を受給するためには、「受動喫煙防止対策助成金交付申請書」および事業計画を含む関

係書類を管轄の都道府県労働局へ提出し、あらかじめ交付決定を受けておく必要があります。また、
この交付決定は、工事の着工前に受けることになっていますのでご注意ください。

工事が終了した後には、工事結果の概要などが記載された「受動喫煙防止対策助成金事業実績報告
書」を管轄の都道府県労働局へ提出し、交付決定の内容のとおりに工事が行われているかどうかの確
認が行われ、審査終了後に助成金が支給されます。

業種 ア常時雇用する労働者 イ資本金・出資金

小売業 50人以下 5千万円以下

サービス業 100人以下 5千万円以下

卸売業 100人以下 1億円以下

その他 300人以下 3億円以下

平澤国際社労士事務所



規模が大きくなると実施割合も高まる傾向に

企業の成長・発展のためには従業員の能力向上が欠かせません。そのために企業では、従業員向
けのさまざまな教育訓練を実施していることでしょう。ここでは平成25年3月に発表された厚生労
働省の能力開発基本調査（※）から、従業員規模別の企業のOFF-JTの実施状況を紹介します。

K eiei information

News letter August 201３ issue

企業の OFF-JT実施状況

上記の調査から、従業員規模別に調査対象企業のOFF-JT（業務命令に基づき、通常の仕事を一時的
に離れて行う教育訓練）の実施状況をまとめると、以下のようになります。

（単位：％）

21年度 22年度 23年度 21年度 22年度 23年度

30～49人 46.8 51.6 48.7 20.4 21.7 19.5

50～99人 62.3 64.9 63.0 27.5 24.4 27.9

100～299人 72.1 77.3 71.4 31.6 30.5 31.2

300～999人 76.4 83.4 84.9 32.1 35.8 39.7

1000人以上 85.0 83.8 83.3 46.3 48.1 50.4

従業員規模別　企業のOFF-JT実施割合

厚生労働省「平成24年度　能力開発基本調査結果の概要」などより作成

正社員 正社員以外

23年度の正社員へのOFF-JTの実施状況をみると、50～99人規模以上では、60％以上の企業が実施し
ています。30～49人規模でも48.7％と50％近い数字になりました。また、300人を超える規模では
80％を超えており、従業員規模が大きくなると、正社員へのOFF-JTを実施する企業の割合が高くなる
ようです。

一方、正社員以外へのOFF-JTの実施状況をみると、正社員の場合と同様に、従業員規模が大きくな
るにつれて、実施割合が高くなっています。とはいえ、1000人以上の規模でようやく50％を超える程
度で、それ以下の規模では40％にも満たない状況です。

調査年により数値の増減はありますが、正社員、正社員以外とも、従業員規模が大きい方がOFF-JT
の実施割合が高くなる傾向に変わりはないようです。

必要な教育訓練にはできるだけ参加できる体制を

日常の業務に就きながら行われる教育訓練であるOJTとは異なり、通常の業務を離れて行うOFF-JT
は実施しにくいという企業もあるでしょう。また、外部講師を招いたり外部研修に参加させたりする
費用の問題もあるため、すべての企業でOFF-JTを実施できるわけではありません。しかし、企業の成
長発展には、従業員の能力向上が必要なのはいうまでもありません。企業にとって必要と思われる教
育訓練などは、できる限り行っていけるようにしたいものです。

（※）厚生労働省「能力開発基本調査」
日本国全域において、日本標準産業分類による15大産業に属する、30人以上の常用労働者を雇用する企業のうちから、一

定の方法により抽出した企業を対象に、9月から10月にかけて実施される調査です。詳細は次の厚生労働省のサイトで確認
できます。http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/104-1.html

平澤国際社労士事務所



おかしいときの対処方法

I T news

昨年、Microsoftの最新OS「windows 8」が正式にリリースされました。それに伴いInternet 
Explorer（以下、IE）の最新版「IE10」を利用するユーザが、徐々に増えてきています。ただし最
新のブラウザを利用すると、以前は正常に表示できたり、操作ができたホームページやwebシステ
ムに異常が発生したりすることがあります。最新のブラウザは、以前のバージョンから仕様変更を
することがあり、これまで問題なく表示できていたwebのコンテンツに異常が生じてしまうことが
あるのです。

ここではIE限定ではありますが、webコンテンツ表示に異常が生じたときに、ぜひお試しいただ
きたいこと2点を、以下にご紹介します。

1.互換モードで表示してみよう

News letter August 201３ issue

webページの表示が

もしこのアイコンが見当たらない場合は、「Altキー」を
押下してメニューを表示させ、「ツール」-「互換表示機能」を選択することで互換モードに切り替
わります。

ブラウザの仕様変更が問題となるとき、以前のバージョンで
表示すると問題が改善できる場合があります。ブラウザのアド
レスバー右にある、破れた紙のようなアイコン（右図参照）を
クリックしてください。するとアイコンが青色に変化し、互換
モード（旧バージョンでの表示モード）に切り替わります。

破れた紙のようなアイコン
↓

2.キャッシュを削除してみよう

webの技術の進化に伴い、年々ブラウザもバージョンアップをしていきます。その際には、上記2
点の対応法があることを覚えておくと、今後役に立つことがあると思います。

方法1
異常が生じたページを表示した状態で「Ctrl」キー＋「F5」キーを押下する。

方法2
IEのメニュー（表示されていない場合は「Alt」キーを押下）から[ツール]-[インターネット
オプション]-「全般」タブから「削除」ボタンを押下し、「インターネット一時ファイル」に
チェックを入れ「削除」ボタンを押下。
※削除後は念のため、一旦ブラウザをすべて閉じて、再びブラウザを開きましょう。

上記1.の対応で改善しない場合、異常な情報が残っている場合があります。ブラウザは高速化を
図るため、一度表示した内容をPCの記憶領域にキャッシュ（インターネット一時ファイル）として
残す仕様になっており、次回以降はその情報からページを表示します。よって、キャッシュに異常
な情報が残っている場合、キャッシュの削除を行うと正常に戻ることがあります。

削除方法は、以下の通りです。

平澤国際社労士事務所



8月は、夏季休暇を実施する企業が多いため、休暇スケジュールの確認をし、発注や納期ミスな
どがないようにしましょう。

１．個人事業者の税金の納付

２．随時決定の反映（4月昇給の場合）

３．賞与所得税の納付

４．夏季休暇にまつわる諸業務

５．中元、暑中見舞い状の礼状送付

お仕事備忘録
2013年8月

１．個人事業者の税金の納付

8月は、個人事業者の前年所得に係る税金の納付時期です。
納税に該当する方は資金繰り等を考慮して、納付漏れがないように気をつけましょう。
また、口座引落しの手続きをされている方は、必ず引落し日を確認し、引落し日に引落せるように資金繰りの調整をしま

しょう。
例 ・個人事業税（第1期分）

・個人都道府県民税・市町村民税（第2期分）

２．随時決定の反映（4月昇給の場合）

随時決定により、7月から新たに改定された社会保険料を翌月控除する場合、8月給与から控除することになります。

３．賞与所得税の納付

7月に賞与を支給した事業所は、今月の源泉徴収所得税の納付の際に忘れないように納付しましょう。

４．夏季休暇にまつわる諸業務

今回は、夏季休暇を実施した後の諸業務の再確認をしましょう。

◆配達物の扱い
休暇中の郵便物の配達を休止している企業は、一斉に受取る書類が多いので、なくさないように速やかに関係部署あるい

は該当者へ配布しましょう。
◆社員の勤怠管理
休暇中に事故などで怪我をしていないか、出勤しているかの確認をしましょう。
また、企業によっては来月から衣替えの時期になります。
事務服や作業服などを配布している企業は、在庫の確認をし、一斉に渡せるように事前準備が必要です。

５．中元、暑中見舞い状の礼状送付

【お礼状の注意事項】
・なるべく早く送ること
・葉書でも充分
・お礼状は、“出す”ことが肝心
・「ついでにお礼・・・」は厳禁

○年○月○日

○○株式会社
○○○○様

○○株式会社
○○○○

拝啓

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜
り、厚く御礼申し上げます。

さてこの度は、結構なお品をご恵贈いただきありがとうございます。書面をもちまし
て御礼申し上げます。

暑さ厳しき折から、お身体ご自愛下さい。
敬具

お礼状の書式例

平澤国際社労士事務所



夏季休暇がある場合には、夏季休暇分の仕事の段取り

を整え、取引先への配達、支払や回収などが滞らないよ

うに注意しましょう。
2013.8

お仕事
カレンダー

日 曜日 六曜 項 目

1 木 赤口

2 金 先勝

3 土 友引

4 日 先負

5 月 仏滅

6 火 大安

7 水 先勝 立秋

8 木 友引

9 金 先負

10 土 仏滅

11 日 大安

12 月 赤口
●源泉所得税・住民税特別徴収分の納付（7月分）
●一括有期事業開始届（建設業）届出

13 火 先勝

14 水 友引

15 木 先負

16 金 仏滅

17 土 大安

18 日 赤口

19 月 先勝

20 火 友引

21 水 先負

22 木 仏滅

23 金 大安 処暑

24 土 赤口

25 日 先勝

26 月 友引

27 火 先負

28 水 仏滅

29 木 大安

30 金 赤口

31 土 先勝

●健康保険・厚生年金保険料の支払（7月分） ※9月2日まで
●個人の県民税・市町村民税の納付（第2期分）※市町村の条例で定める日まで
●個人の事業税納付（第1期分）※各都道府県の条例で定める日まで

平澤国際社労士事務所


